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知っと
く！なっ得！

固
定
資
産
税
編

　

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
（
業
務
用
の
機
械
、
備
品
な
ど
）

を
「
固
定
資
産
」
と
い
い
、
そ
れ
に
か
か
る
税
金
が
「
固
定

資
産
税
」
で
す
。
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産
の
所
有

者
が
、
固
定
資
産
の
所
在
す
る
町
に
納
め
る
税
金
で
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
町
の
財
政
を
支
え
て
い
ま
す
。

納
税
義
務
者
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
を
納
め
る
人
は
、
原
則
と
し
て
毎
年
１
月
１

日
時
点
の
固
定
資
産
の
所
有
者
で
す
。

● 

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
の
所
有
者
が
死
亡
し
て
い
る

場
合
は
、
相
続
人
の
中
か
ら
代
表
者
を
申
し
出
て
い
た 

だ
き
、「
相
続
人
代
表
者
指
定
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

自
己
の
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど
う

か
、
縦
覧
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
土
地
・
家
屋
の

評
価
額
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
縦
覧
者　

 

町
内
に
土
地
、
家
屋
を
所
有
す
る
納
税
者
、
納

税
管
理
人
ま
た
は
代
理
人
、
相
続
人
（
所
有
者

と
の
関
係
が
わ
か
る
書
類
が
必
要
）

■
期
　
間　

４
月
１
日
（
金
）
〜
５
月
２
日
（
月
）

■
場
　
所　

町
民
税
務
課

■
持
ち
物　

 

印
鑑
、
本
人
確
認
書
類

　
　
　
　
　

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

　

納
税
は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

口
座
振
替
は
、
預
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便

局
で
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

当
月
の
納
期
限
か
ら
口
座
振
替
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
町

民
税
務
課
の
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

お
手
続
き
に
は
、
納
税
通
知
書
と
身
分
証
明
書
・
口
座
の

お
届
け
印
鑑
・
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

　

預
貯
金
不
足
に
よ
り
口
座
振
替
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、

後
日
送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
振

替
方
法
が
全
期
前
納
だ
っ
た
場
合
は
、
第
１
期
分
の
み
の
納

付
書
を
お
送
り
し
、
第
２
期
分
以
降
は
期
別
ご
と
の
振
替
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
済
み
通
知
書
は
送
付
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

納
付
（
振
替
）
の
確
認
は
通
帳
へ
の
記
帳
に
て
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
役
場
へ
届
出
を
！

▪ 

家
屋
の
新
築
や
取
り
壊
し
た
と
き

▪ 

未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を
変
更
（
売
買
・
相
続
な
ど
）
し

た
と
き

▪
家
屋
の
使
用
に
つ
い
て
、
用
途
を
変
更
し
た
と
き

▪
初
め
て
南
越
前
町
内
で
償
却
資
産
を
所
有
し
た
と
き
な
ど

年
の
中
途
で
土
地
や
家
屋
の
売
買
が
あ
っ
た
場
合

Q 

昨
年
11

月
に
自
己
所
有
の
土
地
と
家
屋
の
売
買
契
約
を
締
結

し
、
今
年
３
月
に
買
主
へ
所
有
権
移
転
登
記
を
済
ま
せ
ま
し

た
。
今
年
度
の
固
定
資
産
税
は
誰
に
課
税
さ
れ
ま
す
か
？

A 
今
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
売
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
固
定

資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
時
点
で
、
登
記
簿
に
所
有
者
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
人
に
対
し
、
そ
の
年
の
４
月
か
ら
始

ま
る
年
度
分
の
固
定
資
産
税
を
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
す
で
に
売
却
済
み
の
土
地
や
家
屋
で
あ
っ
て

も
、
１
月
１
日
時
点
の
登
記
簿
に
は
売
主
の
名
義
で
登
記
さ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
本
年
度
の
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

は
売
主
に
な
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
税
負
担
ト
ラ
ブ
ル
を
防

ぐ
た
め
、
売
主
と
買
主
の
ど
ち
ら
が
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る

か
契
約
書
に
明
記
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。

年
の
中
途
で
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

 Q 
今
年
２
月
に
家
屋
を
取
り
壊
し
ま
し
た
が
、
今
年
度
の
固
定

資
産
税
が
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

A 

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
時
点
で
所
在
し
て
い
る
固

定
資
産
を
課
税
対
象
と
し
、
そ
の
年
の
４
月
か
ら
始
ま
る
年

度
分
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
２
月
に
取

り
壊
さ
れ
た
家
屋
は
１
月
１
日
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
今
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

家
屋
の
固
定
資
産
税
が
急
に
高
く
な
っ
た
の
は
な
ぜ
？

Q 

平
成
30

年
９
月
に
一
戸
建
住
宅
を
新
築
し
ま
し
た
が
、
令
和

４
年
度
か
ら
税
額
が
急
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

A 
新
築
住
宅
に
対
し
て
は
、
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
３
ヵ
年
分
に
限
り
、
税
額
が
２

分
の
１
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
平
成
31

年
、
令

和
２
年
、
令
和
３
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
税
額
が
２
分
の
１

に
減
額
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
減
額
適
用
期
間
が
終
了
し
た
こ

と
に
よ
り
、
本
来
の
税
額
に
戻
っ
た
た
め
で
す
。

固
定
資
産
Q
＆
A

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課 

固
定
資
産
税
係
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